
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 296,131 固定負債 31,231 ※

有形固定資産 271,902 地方債等 21,170
事業用資産 181,820 ※ 長期未払金 3

土地 128,730 退職手当引当金 8,773
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 118,937 その他 1,286
建物減価償却累計額 △ 70,948 流動負債 3,758 ※

工作物 12,539 1年内償還予定地方債等 2,674
工作物減価償却累計額 △ 9,608 未払金 5
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 1
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 691
航空機 - 預り金 184
航空機減価償却累計額 - その他 204
その他 - 34,989
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,171 固定資産等形成分 309,664

インフラ資産 89,388 余剰分（不足分） △ 27,923
土地 65,319
建物 764
建物減価償却累計額 △ 483
工作物 57,245
工作物減価償却累計額 △ 33,750
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 293

物品 2,175
物品減価償却累計額 △ 1,481

無形固定資産 35
ソフトウェア 18
その他 17

投資その他の資産 24,194
投資及び出資金 494

有価証券 461
出資金 33
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,240
長期貸付金 1,844
基金 20,719

減債基金 -
その他 20,719

その他 12
徴収不能引当金 △ 115

流動資産 20,598
現金預金 6,400
未収金 742
短期貸付金 37
基金 13,495 ※

財政調整基金 13,495
減債基金 1

棚卸資産 0
その他 1
徴収不能引当金 △ 77

繰延資産 - 281,741
316,730 ※ 316,730

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 136,604
業務費用 63,207

人件費 11,227 ※

職員給与費 8,288
賞与等引当金繰入額 691
退職手当引当金繰入額 606
その他 1,643

物件費等 31,120 ※

物件費 26,048
維持補修費 1,102
減価償却費 3,969
その他 0

その他の業務費用 20,860
支払利息 134
徴収不能引当金繰入額 118
その他 20,608

移転費用 73,397
補助金等 51,159
社会保障給付 20,285
他会計への繰出金 1,894
その他 59

経常収益 28,801 ※

使用料及び手数料 1,333
その他 27,469

純経常行政コスト 107,802 ※

臨時損失 486
災害復旧事業費 15
資産除売却損 471
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 2
資産売却益 2
その他 0

純行政コスト 108,286

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 275,457 305,274 △ 29,817 -

純行政コスト（△） △ 108,286 △ 108,286 -

財源 114,266 114,266 -

税収等 65,318 65,318 -

国県等補助金 48,948 48,948 -

本年度差額 5,980 5,980 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 -

無償所管換等 367

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1

その他 △ 63

本年度純資産変動額 6,283 4,389 1,894 -

本年度末純資産残高 281,741 ※ 309,664 ※ △ 27,923 -

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

省略



１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
なお、一部の連結対象団体（株式会社、公益社団法人、公益財団法人）については、原
則、取得原価としています。
② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

有形固定資産等の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ６年～50年
工作物 ６年～60年
物品 ２年～20年
② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっ
ています。）
③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内の
リース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・
リース取引を除きます。）及び一部の連結対象団体については、300万を超える所有権移
転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

引当金の計上基準及び算定方法
① 徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上
しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上し
ています。
短期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上し
ています。
② 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
③ 賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見
込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

リース取引の処理方法
① ファイナンス・リース取引
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリー
ス料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
イ ア以外のファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
なお、一部の連結対象団体においては300万円超えるの所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引について、通常の売買取引準じた会計処理を行っています。
② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

採用した消費税等の会計処理
税込方式により処理しています。

２．重要な会計方針の変更等
該当ありません。

３．重要な後発事象
該当ありません。

４．偶発債務
係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

東京地裁平成30年（行ウ）第188号生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
東京地裁平成30年（行ウ）第263号生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
0百万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済まで年５分の割合による金員



５．追加情報
連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）
及び連結対象と判断した理由

連結の方法は次のとおりです。
① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
ただし、地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当
該規定等の適用に向けた作業に着手しているもの（平成29年度までに着手かつ集中取組
期間内に当該規定等を適用するものに限ります。）については、連結対象団体（会計）
の対象外としています。したがって、一般会計等における他会計への繰出金等が内部相
殺されない場合があります。
下水道事業会計 企業債残高 13,137百万円
他会計繰入金 1,892百万円
② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象と
しています。
③ 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。
④ 第三セクター等は、出資割合が50％を超える団体は、全部連結の対象としています。

出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出
納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい
る旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と
修正の仕方

地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整
理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい
ます。

表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生
じる場合は、その旨

百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合
東京たま広域資源循環組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 5.18%

東京市町村総合事務組合（一般会計） 一部事務組合・広域連合 比例連結 3.63%
東京市町村総合事務組合 （公平委員会会計） 一部事務組合・広域連合 比例連結 7.45%

立川・昭島・国立聖苑組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 46.00%
東京都後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.33%

立川市土地開発公社 地方三公社 全部連結 -
（公）立川市地域文化振興財団 第三セクター等 全部連結 -


